
◎独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律 
（平成二九年三月三一日法律第九号）   

一、提案理由（平成二九年三月一五日・衆議院文部科学委員会） 

○松野国務大臣 このたび政府から提出いたしました独立行政法人日本学生支援機構法

の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 政府においては、教育基本法に定められている教育の機会均等の確保の重要性を踏ま

え、意欲と能力のある若者が経済的理由により大学等への進学を断念することがないよ

う、教育費負担の軽減に一層取り組んでいく必要があります。 

 この法律案は、このような観点から、大学等における教育に係る経済的負担の軽減を

図り、もって教育の機会均等に寄与するため、特にすぐれた学生等であって経済的理由

により極めて修学に困難があるものとされた者に対して学資を支給する業務を独立行政

法人日本学生支援機構の業務に追加すること等について所要の措置を講ずるものであり

ます。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、独立行政法人日本学生支援機構の目的及び業務に学資の支給を追加するもの

であります。 

 第二に、独立行政法人日本学生支援機構は、特にすぐれた学生等であって経済的理由

により修学に極めて困難があるものと認定された者に対して学資を支給することとする

ものであります。 

 第三に、独立行政法人日本学生支援機構に、学資の支給業務に要する費用に充てるた

め、学資支給基金を設けることとするものであります。 

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成二九年三月二三日） 

○永岡桂子君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。 

 まず、独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、文部

科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、意欲と能力があるにもかかわらず、経済的事情により高等教育への進学を断

念せざるを得ない者の進学を後押しするため、給付型奨学金制度の創設に係る所要の措

置を講ずるものであり、その主な内容は、 

 第一に、独立行政法人日本学生支援機構の目的及び業務に「学資の支給」を追加する

こと、 

 第二に、学資の支給に係る業務等に要する費用に充てるため、学資支給基金を設ける

こと 

などであります。 



 本案は、去る三月九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員

会に付託されました。 

 本委員会におきましては、十五日、松野文部科学大臣から提案理由の説明を聴取した

後、質疑に入り、十七日には参考人から意見を聴取しました。 

 二十二日に質疑を終局した後、日本共産党より修正案が提出され、趣旨の説明を聴取

いたしました。 

 次いで、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

○附帯決議（平成二九年三月二二日） 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 政府は、給付型奨学金制度を継続的かつ安定的に運用できるよう、必要な財源の確

保に努めるとともに、基金に対し個人及び企業等からの寄附が促進されるよう、教育

資金に係る寄附文化の醸成に向けた広報活動や税制改正の検討に努めること。 

二 高等教育機関へ進学を希望する者に対し、教育を受ける機会が均等に確保されるよ

う、給付対象の拡大及び給付額の増額に向けた検討に努めること。また、給付対象の

大学院生への拡充についても検討に努めること。 

三 政府及び機構は、学生・生徒、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行い、貸与

型奨学金制度を含めた奨学金制度全般の周知徹底に努めること。また、スカラシップ

・アドバイザー事業（仮称）が十分な効果を発揮するよう、積極的な支援を行うこ

と。 

四 政府は、各学校が推薦を行うに当たり、公平性・公正性が保たれ、推薦を受ける当

該生徒のプライバシーや名誉が守られるよう、各学校現場に対し必要な支援を行うこ

と。 

五 国立大学に進学した者が授業料減免を受けた場合の「給付額の調整」による減額に

ついては、給付型奨学金制度の「進学の後押し」という制度趣旨が没却されないよ

う、受給者の経済事情等に十分配慮して行うこと。 

六 機構は、給付型奨学金制度の創設に伴い業務量の増加が見込まれる中においても同

制度が円滑に実施されるよう、その体制の整備に万全を期すこと。 

七 給付を廃止し、又は返還をさせる場合については、その判断基準や具体的な実施方

法をあらかじめ明確にするなど、学生ができるだけ安心して学業に専念できるよう、

慎重な運用を行うこと。 

八 政府は、本法附則第四条による施行後五年の見直し時期以前であっても、必要に応



じて給付型奨学金制度の在り方について検討を行い、必要があると認める場合には、

早期に対応を図るよう努めること。また、見直しに際しては、検討過程に関係者の参

画を図るとともに、情報公開の充実に努めること。 

九 教育を受ける機会を保障するという奨学金の制度趣旨に鑑みれば、貸与型奨学金制

度は無利子であるべきことを踏まえ、有利子奨学金が事業費・貸与人数ともに無利子

奨学金を上回っている現状を改善し、有利子から無利子への流れを更に加速するこ

と。 

十 平成二十九年度から導入される新たな所得連動返還型奨学金制度については、より

柔軟な制度設計に向けた更なる制度の見直しを行うとともに、有利子奨学金への適用

の検討を加速化し、その実現に努めること。また、既に返還を開始している者に対す

る返還猶予制度等の救済制度の改善にも併せて努めること。 

十一 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」において、我が国が平成二

十四年に留保を撤回した「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は、高等教

育段階の無償化を視野に入れた教育費の負担軽減策に取り組むこと。 

十二 我が国が引き続き成長・発展を持続するためには、未来への先行投資である教育

の充実が何よりも重要であることに鑑み、政府は、給付型奨学金制度の創設を契機と

して、教育費負担の在り方について、地方公共団体、学校関係者及び企業等と一体と

なって検討を行い、国を挙げて次世代を担う人材の育成に努めること。 

三、参議院文教科学委員長報告（平成二九年三月三一日） 

○赤池誠章君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文教科学委員会にお

ける審査の経過と結果の御報告を申し上げます。 

 まず、独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案は、教育の機会均等

に寄与するため、給付型奨学金制度の創設に係る所要の措置を講じようとするものであ

ります。 

 委員会におきまして、支給人数及び支給額拡大の必要性、学校による対象者の推薦基

準、教育財源の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御

承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局した後、日本共産党の吉良理事より、給付型奨学金の支給対象者の成績要

件を削除すること等を内容とする修正案が提出されました。 

 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は全会一致

をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年三月三〇日） 

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ 



る。 

一、政府は、給付型奨学金制度を継続的かつ安定的に運用できるよう、必要な財源の確

保に努めるとともに、学資支給基金に対し個人及び企業等からの寄附が促進されるよ

う、教育資金に係る寄附文化の醸成に向けた広報活動や税制改正の検討に努めること。 

二、高等教育機関へ進学を希望する者に対し、教育を受ける機会が均等に確保されるよ

う、給付対象の拡大及び給付額の増額に向けた検討に努めること。なお、大学院生に

給付を行うことについても検討に努めること。 

三、政府及び機構は、学生・生徒、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行い、貸与

型奨学金制度を含めた奨学金制度全般の周知徹底に努めること。また、スカラシップ

アドバイザー事業（仮称）が十分な効果を発揮するよう、積極的な支援を行うこと。 

四、政府は、各学校が推薦を行うに当たり、公平性・公正性が保たれ、生徒のプライバ

シーや名誉が守られるよう、各学校現場に対し必要な支援を行うこと。 

五、国立大学に進学した者が授業料減免を受けた場合の「給付額の調整」による減額に

ついては、給付型奨学金制度の「進学の後押し」という制度趣旨が没却されないよう、

受給者の経済事情等に十分配慮して行うこと。 

六、給付を廃止し、又は返還をさせる場合については、その判断基準や具体的な実施方

法をあらかじめ明確にするなど、学生が安心して学業に専念できるよう、慎重な運用

を行うこと。 

七、社会的養護を必要とする学生については、大学等への進学の準備のみならず、自立

のための生活基盤を整える必要があることなどから、関係省庁が連携して支援方策の

拡充等について特段の配慮を行うこと。 

八、機構は、奨学金の申請手続について、奨学金を希望する者が申請しやすくするとと

もに、学校の事務負担を軽減する観点から、給付型・貸与型にかかわらず、その簡素

化を進めること。 

九、機構は、給付型奨学金制度の創設に伴い業務量の増加が見込まれる中においても同

制度が円滑に実施されるよう、その体制の整備に万全を期すこと。 

十、政府は、本法附則第四条による施行後五年の見直し時期以前であっても、必要に応

じて給付型奨学金制度の在り方について検討を行い、必要があると認める場合には、

早期に対応を図るよう努めること。また、見直しに際しては、検討過程に関係者の参

画を図るとともに、情報公開の充実に努めること。 

十一、教育を受ける機会を保障するという奨学金の制度趣旨に鑑みれば、貸与型奨学金

制度は無利子であるべきことを踏まえ、有利子奨学金が事業費・貸与人数ともに無利

子奨学金を上回っている現状を速やかに改善し、有利子から無利子への流れを更に加

速すること。 

十二、返還困難者の実情等に鑑み、平成二十九年度から導入される新たな所得連動返還

型奨学金制度については、より柔軟な制度設計に向けた更なる制度の見直しを行うと



ともに、有利子奨学金への適用の検討を加速化し、その実現に努めること。また、既

に返還を開始している者に対する返還猶予制度等の救済制度の利用促進及び改善に努

めること。 

十三、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」において、我が国が平成二

十四年に留保を撤回した「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は、高等教

育段階の無償化を視野に入れた教育費の負担軽減策に取り組むこと。 

十四、我が国が引き続き成長・発展を持続するためには、未来への先行投資である教育

の充実が何よりも重要であることに鑑み、政府は、給付型奨学金制度の創設を契機と

して、教育費負担の在り方について、地方公共団体、学校関係者及び企業等と一体と

なって検討を行い、国を挙げて次世代を担う人材の育成に努めること。 

  右決議する。 


